
提

出

者

阿

部

知

子

平
成
十
三
年
十
二
月
七
日
提
出

質

問

第

四

六

号

カ
ル
テ
・
レ
セ
プ
ト
開
示
進
捗
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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カ
ル
テ
・
レ
セ
プ
ト
開
示
進
捗
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

医
療
の
公
開
性
及
び
被
保
険
者
（
患
者
）
の
権
利
確
保
の
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

レ
セ
プ
ト
に
つ
い
て

（
�
）

四
年
前
に
レ
セ
プ
ト
開
示
通
達
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
以
降
、
被
保
険
者
か
ら
請
求
が
あ
れ
ば
「
癌
」
な
ど
の
例
外

を
除
い
て
当
然
開
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
が
不
充
分
な
実
態
に
あ
る
。
こ
の
不
充
分

な
実
態
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
そ
の
原
因
は
何
か
。

（
�
）

レ
セ
プ
ト
開
示
通
達
以
降
の
年
度
別
、
都
道
府
県
別
、
保
険
者
別
で
の
開
示
件
数
、
部
分
開
示
件
数
、
非
開
示
件

数
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
結
果
が
妥
当
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ど
う
か
を
述
べ
よ
。
又
、
非
開
示
件
数
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
理
由
を
明
ら
か
に
せ
よ
。

（
�
）

労
災
保
険
に
つ
い
て
の
レ
セ
プ
ト
開
示
通
達
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
せ
よ
。

（
�
）

被
保
険
者
か
ら
レ
セ
プ
ト
開
示
請
求
が
あ
っ
た
時
、
医
療
機
関
は
不
正
発
覚
を
お
そ
れ
、
レ
セ
プ
ト
返
戻
を
求

め
、
レ
セ
プ
ト
の
差
し
替
え
を
行
う
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
実
態
を
ど
の
程
度
把
握
し
て
い
る
か
。

又
、
レ
セ
プ
ト
開
示
請
求
に
対
し
て
返
戻
前
の
レ
セ
プ
ト
は
開
示
す
る
必
要
が
な
い
と
す
る
の
は
、
不
正
請
求
の
温

一



床
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
見
解
を
示
せ
。

（
�
）

レ
セ
プ
ト
請
求
に
お
い
て
二
〇
五
円
以
下
は
現
在
記
載
し
て
い
な
い
。
こ
れ
が
不
正
請
求
（
架
空
請
求
）
の
温
床

に
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
厚
生
労
働
省
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。

（
�
）

薬
剤
費
全
体
の
中
で
、
単
価
が
二
〇
五
円
以
下
の
も
の
が
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
、
過
去
五
年
間
の
推
移
を
明
ら

か
に
せ
よ
。

（
�
）

病
院
窓
口
で
自
己
負
担
分
を
支
払
う
際
、
レ
セ
プ
ト
相
当
の
医
療
費
明
細
を
つ
け
る
べ
き
と
の
国
民
の
声
が
増
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
厚
生
労
働
省
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
又
、
こ
の
課
題
に
対
し
て
「
国
立
病
院
等
財
務

会
計
・
管
理
シ
ス
テ
ム
等
検
討
会
」
で
は
ど
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
て
い
る
か
。

二

カ
ル
テ
開
示
に
つ
い
て

（
�
）

二
〇
〇
一
年
一
月
一
日
以
降
、
全
国
の
国
立
病
院
・
国
立
療
養
所
に
対
し
て
、
カ
ル
テ
開
示
請
求
は
何
件
な
さ
れ

て
い
る
か
、
そ
の
内
、
実
際
に
開
示
さ
れ
た
件
数
に
つ
い
て
、
病
院
別
、
請
求
者
別
（
患
者
本
人
・
家
族
・
遺

族
）
、
診
療
科
目
別
、
月
別
、
結
果
別
（
開
示
・
部
分
開
示
・
非
開
示
）
別
に
明
ら
か
に
し
、
そ
の
結
果
が
妥
当
で

あ
っ
た
と
考
え
る
か
ど
う
か
述
べ
よ
。

二



（
�
）

二
〇
〇
一
年
一
月
一
日
以
降
、
全
国
の
国
立
大
学
付
属
病
院
に
対
し
て
、
カ
ル
テ
開
示
請
求
は
何
件
な
さ
れ
て
い

る
か
、
そ
の
内
、
実
際
に
開
示
さ
れ
た
件
数
に
つ
い
て
、
病
院
別
、
請
求
者
別
（
患
者
本
人
・
家
族
・
遺
族
）
、
診

療
科
目
別
、
月
別
、
結
果
別
（
開
示
・
部
分
開
示
・
非
開
示
）
に
明
ら
か
に
し
、
そ
の
結
果
が
妥
当
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
を
述
べ
よ
。

（
�
）

カ
ル
テ
開
示
の
法
制
化
を
先
送
り
し
た
医
療
審
議
会
の
中
間
報
告
が
出
さ
れ
て
か
ら
、
来
年
七
月
で
三
年
に
な

る
。
先
の
中
間
報
告
で
は
、
こ
の
間
に
環
境
整
備
を
整
え
、
再
度
法
制
化
に
向
け
た
審
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
の
現
状
の
認
識
と
今
後
の
取
り
組
み
方
に
つ
い
て
明
ら
か
に
せ
よ
。

右
質
問
す
る
。

三


